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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属コードと樹脂層とを備え、前記樹脂層は、ポリエステル系熱可塑性エラストマーと
、ガラス転移温度（Ｔｇ）が４０℃以上であり、エステル結合を有する非晶性樹脂と、を
含む樹脂混合物から形成され、前記非晶性樹脂の含有率が前記樹脂混合物の５０質量％以
下である、タイヤ用金属樹脂複合部材。
【請求項２】
　前記非晶性樹脂がポリエステル系熱可塑性樹脂及びポリカーボネート系熱可塑性樹脂か
らなる群より選択される少なくとも１種である、請求項１に記載のタイヤ用金属樹脂複合
部材。
【請求項３】
　前記樹脂層の弾性率が４００ＭＰａ以上である、請求項１又は請求項２に記載のタイヤ
用金属樹脂複合部材。
【請求項４】
　環状のタイヤ骨格体と、前記タイヤ骨格体の外周部に配置される請求項１～請求項３の
いずれか１項に記載のタイヤ用金属樹脂複合部材と、を備え、前記タイヤ骨格体はポリエ
ステル系熱可塑性樹脂を含む樹脂材料から形成される、タイヤ。
【請求項５】
　前記樹脂材料の融点と前記樹脂混合物の融点の差が６℃以内である、請求項４に記載の
タイヤ。



(2) JP 6770926 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

【請求項６】
　前記ポリエステル系熱可塑性樹脂がポリエステル系熱可塑性エラストマーを含む、請求
項４又は請求項５に記載のタイヤ。
【請求項７】
　前記タイヤ用金属樹脂複合部材は前記タイヤ骨格体の外周部に巻回されて配置される、
請求項４～請求項６のいずれか１項に記載のタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤ用金属樹脂複合部材及びタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、軽量化、成形の容易さ、リサイクルのし易さ等の理由から、ゴム等の従来の材料
に代えて樹脂材料を用いて形成したタイヤ本体（以下、タイヤ骨格体ともいう）を備える
タイヤの開発が進められている。例えば、特許文献１では、樹脂材料としてポリエステル
系熱可塑性樹脂を用いて形成したタイヤ骨格体を有するタイヤが提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、タイヤ骨格体を形成する熱可塑性樹脂と同種の熱可塑性樹脂で被覆さ
れた金属コード（補強部材）の被覆部分を熱で溶融させてタイヤ骨格体に接合させること
が記載されている。補強部材とタイヤ骨格体に同種の熱可塑性樹脂を用いることで、タイ
ヤ骨格体と補強コードとの良好な接合性を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－４６０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　タイヤのコーナリングパワー（操舵応答性）の観点からは、補強部材の被覆の剛性をタ
イヤ骨格体よりも高くすることが有効である。しかしながら、タイヤ骨格体の樹脂材料よ
りも剛性の高い樹脂材料を補強部材の被覆に用いた場合、双方の融点の乖離などによって
タイヤ骨格体と補強部材の接合性が損なわれるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、熱可塑性樹脂を含むタイヤ骨格体との接合性に優れ、かつ
タイヤのコーナリングパワーを向上可能なタイヤ用金属樹脂複合部材、及びこのタイヤ用
金属樹脂複合部材を備えるタイヤを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を達成するための手段には、以下の実施態様が含まれる。
＜１＞金属コードと樹脂層とを備え、前記樹脂層は、ポリエステル系熱可塑性エラストマ
ーと、ガラス転移温度（Ｔｇ）が４０℃以上であり、エステル結合を有する非晶性樹脂と
、を含む樹脂混合物から形成され、前記非晶性樹脂の含有率が前記樹脂混合物の５０質量
％以下である、タイヤ用金属樹脂複合部材。
＜２＞前記非晶性樹脂がポリエステル系熱可塑性樹脂及びポリカーボネート系熱可塑性樹
脂からなる群より選択される少なくとも１種である、＜１＞に記載のタイヤ用金属樹脂複
合部材。
＜３＞前記樹脂層の弾性率が４００ＭＰａ以上である、＜１＞又は＜２＞に記載のタイヤ
用金属樹脂複合部材。
＜４＞環状のタイヤ骨格体と、前記タイヤ骨格体の外周部に配置される＜１＞～＜３＞の
いずれか１項に記載のタイヤ用金属樹脂複合部材と、を備え、前記タイヤ骨格体はポリエ
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ステル系熱可塑性樹脂を含む樹脂材料から形成される、タイヤ。
＜５＞前記樹脂材料の融点と前記樹脂混合物の融点の差が６℃以内である、＜４＞に記載
のタイヤ。
＜６＞前記ポリエステル系熱可塑性樹脂がポリエステル系熱可塑性エラストマーを含む、
＜４＞又は＜５＞に記載のタイヤ。
＜７＞前記タイヤ用金属樹脂複合部材は前記タイヤ骨格体の外周部に巻回されて配置され
る、＜４＞～＜６＞のいずれか１項に記載のタイヤ。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、熱可塑性樹脂を含むタイヤ骨格体との接合性に優れ、かつタイヤのコ
ーナリングパワーを向上可能なタイヤ用金属樹脂複合部材、及びこのタイヤ用金属樹脂複
合部材を備えるタイヤが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係るタイヤの一部の断面を示す斜視図である。
【図１Ｂ】リムに装着したビード部の断面図である。
【図２】本実施形態のタイヤのタイヤケースのクラウン部に補強コードが埋設された状態
を示すタイヤ回転軸に沿った断面図である。
【図３】タイヤケースのクラウン部に補強コードを埋設する動作を説明するための説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の具体的な実施形態について詳細に説明するが、本発明は、以下の実施形
態に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実
施することができる。
【００１１】
　本明細書において「樹脂」とは、熱可塑性樹脂（熱可塑性エラストマーを含む）及び熱
硬化性樹脂を含む概念であり、加硫ゴムは含まない。
　本明細書において「熱可塑性エラストマー」とは、結晶性で融点の高いハードセグメン
ト又は高い凝集力のハードセグメントを構成するポリマーと、非晶性でガラス転移温度の
低いソフトセグメントを構成するポリマーと、を有する共重合体からなり、温度上昇とと
もに材料が軟化して流動し、冷却すると比較的硬く強度のある状態になり、かつ、ゴム状
弾性を有する高分子化合物を意味する。
　本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載される数値
を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
　本明細書において「工程」との語には、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に
区別できない場合であっても、その目的が達成されるものであれば、当該工程も本用語に
含まれる。
【００１２】
＜タイヤ用金属樹脂複合部材＞
　本発明のタイヤ用金属樹脂複合部材（以下、金属樹脂複合部材とも称する）は、金属コ
ードと樹脂層とを備え、前記樹脂層は、ポリエステル系熱可塑性エラストマーと、ガラス
転移温度（Ｔｇ）が４０℃以上であり、エステル結合を有する非晶性樹脂（以下、特定非
晶性樹脂とも称する）と、を含む樹脂混合物から形成され、前記非晶性樹脂の含有率が前
記樹脂混合物の５０質量％以下である。
【００１３】
　本発明者らの検討の結果、ポリエステル系熱可塑性エラストマーと特定非晶性樹脂とを
含む樹脂混合物から形成される樹脂層を備える金属樹脂複合部材は、ポリエステル系熱可
塑性エラストマーのみから形成される樹脂層を備えるタイヤ用金属樹脂複合部材に比べ、
これを備えるタイヤのコーナリングパワーの向上効果に優れることがわかった。これは、
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ポリエステル系熱可塑性エラストマーにＴｇが４０℃以上である非晶性樹脂をブレンドす
ることで樹脂混合物としての剛性が高まるためと考えられる。
【００１４】
　また、上記構成を有する金属樹脂複合部材は、ポリエステル系熱可塑性エラストマー自
体の剛性を高める（例えば、ポリエステル系熱可塑性エラストマーを剛性のより高いもの
に変更する）場合に比べてタイヤ骨格体に対する良好な接合性が維持されることがわかっ
た。その理由は必ずしも明らかではないが、明確な融点を持たない非晶性樹脂をポリエス
テル系熱可塑性エラストマーにブレンドして剛性を高める場合は、ポリエステル系熱可塑
性エラストマーの種類を変更する場合に比べて樹脂混合物の融点が変動しにくく、タイヤ
骨格体を形成する樹脂材料の融点との乖離が生じにくいためと推測される。
　さらに、非晶性樹脂の含有率を樹脂混合物の５０質量％以下とすることで、タイヤ骨格
体を形成する樹脂材料との親和性が維持されて接合性の低下が抑制されると考えられる。
【００１５】
　金属樹脂複合部材は、例えば、タイヤ骨格体の外周部（クラウン部）に配置されるもの
であってもよい。金属樹脂複合部材をタイヤ骨格体の外周部に配置する方法は、特に制限
されない。例えば、後述する実施例に記載するような方法でタイヤ骨格体の外周部に金属
樹脂複合部材を巻回して配置してもよい。このとき、加熱により金属樹脂複合部材の樹脂
層とタイヤ骨格体のクラウン部とを溶融させ、両者の接合性を高めることが好ましい。
【００１６】
　金属樹脂複合部材は、金属コードと樹脂層のみからなっても、金属コード及び樹脂層以
外の部材を備えていてもよい。例えば、金属コードと樹脂層との間に接着層を備えていて
もよい。
【００１７】
　金属樹脂複合部材の断面形状は、特に制限されない。例えば、円形、四角形等が挙げら
れる。タイヤ骨格体のクラウン部への配置のしやすさからは、四角形であることが好まし
い。また、金属樹脂複合部材は１本の金属コードを有するものであっても、複数本（例え
ば、２本）の金属コードを有するものであってもよい。
【００１８】
　以下、金属樹脂複合部材の詳細について具体的に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
【００１９】
［金属コード］
　金属コードは特に制限されず、タイヤの補強に一般的に使用可能なものを用いることが
できる。金属コードとしては、一本の金属コードからなるモノフィラメント（単線）、複
数本の金属コードを撚った状態のマルチフィラメント（撚り線）等が挙げられる。金属コ
ードの断面形状、直径等は、特に限定されるものではなく、複合部材の用途等に応じて選
択できる。金属コードの材質は特に制限されず、スチール等が挙げられる。
【００２０】
　金属コードが複数本のコードの撚り線である場合、複数本のコードの数は特に制限され
ない。例えば、２本～１０本の範囲から選択することができ、５本～９本であることが好
ましい。
【００２１】
　タイヤの補強効果と軽量化とを両立する観点からは、金属コードの直径は０．２ｍｍ～
２ｍｍであることが好ましく、０．８ｍｍ～１．６ｍｍであることがより好ましい。
【００２２】
　金属コードの直径の測定値は、金属コードが１本の金属コードからなる場合は、金属コ
ードの断面の直径（金属コードの断面の輪郭線上で任意に選択される２点間の距離が最大
となるときの当該２点間の距離）とする。金属コードが複数の金属コードからなる場合は
、金属コードの断面に観察される複数の金属コードの断面が全て含まれる円のうち最も小
さい円の直径とする。
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【００２３】
　金属コード自体の引張弾性率（以下、特定しない限り、本明細書で「弾性率」とは引張
弾性率を意味する。）は、通常、１０００００ＭＰａ～３０００００ＭＰａ程度であり、
１２００００ＭＰａ～２７００００ＭＰａであることが好ましく、１５００００ＭＰａ～
２５００００ＭＰａであることが更に好ましい。なお、金属コードの引張弾性率は、引張
試験機にてＺＷＩＣＫ型チャックを用いて応力－歪曲線を描き、その傾きから算出する。
【００２４】
　金属コード自体の破断伸び（引張破断伸び）は、通常、０．１％～１５％程度であり、
１％～１５％が好ましく、１％～１０％が更に好ましい。金属コードの引張破断伸びは、
引張試験機にてＺＷＩＣＫ型チャックを用いて応力－歪曲線を描き、歪から求めることが
できる。
【００２５】
［樹脂層］
　樹脂層は、ポリエステル系熱可塑性エラストマーと特定非晶性樹脂とを含む樹脂混合物
から形成され、特定非晶性樹脂の含有率が前記樹脂混合物の５０質量％以下である。
【００２６】
　タイヤ骨格体との接合性の観点からは、樹脂混合物における特定非晶性樹脂の含有率は
、５０質量％以下であり、４０質量％以下であることが好ましく、３０質量％以下である
ことがより好ましい。
【００２７】
　樹脂混合物における特定非晶性樹脂の含有率の下限値は特に制限されないが、剛性を高
める効果を充分に得る観点からは１０質量％以上であることが好ましく、２０質量％以上
であることがより好ましく、３０質量％以上であることがさらに好ましい。
【００２８】
　樹脂混合物における特定非晶性樹脂の含有率は、例えば、核磁気共鳴（ＮＭＲ）法によ
り調べることができる。
【００２９】
　樹脂混合物がポリエステル系熱可塑性エラストマーと特定非晶性樹脂とを含むか否かを
確認する方法は、特に制限されない。例えば、熱分析、樹脂混合物断面の観察等の手法に
より行うことができる。
【００３０】
　樹脂混合物の融点は、通常１００℃～３５０℃程度であるが、タイヤの耐久性及び生産
性の観点から、１００℃～２５０℃程度が好ましく、１２０℃～２５０℃がより好ましい
。
【００３１】
　本明細書において樹脂混合物の融点は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によりＪＩＳ　Ｋ
　７１２１：２０１２に準拠して測定した値とする。測定は、例えば、ＴＡインスツルメ
ント（株）の「ＤＳＣ　Ｑ１００」を用いて、掃引速度１０℃／ｍｉｎで行うことができ
る。樹脂混合物が融点を２つ以上有する場合は、樹脂混合物中の質量割合が最も大きい成
分の融点を樹脂混合物の融点とする。後述するタイヤ骨格体を形成する樹脂材料の融点に
ついても同様である。
【００３２】
　樹脂混合物は、樹脂以外の他の成分を含んでもよい。他の成分としては、各種充填剤（
例えば、シリカ、炭酸カルシウム、クレイ等）、老化防止剤、オイル、可塑剤、発色剤、
耐候剤等が挙げられる。樹脂混合物が樹脂以外の成分を含む場合、その合計含有率は樹脂
混合物全体の１０質量％以下であることが好ましく、５質量％以下であることがより好ま
しい。
【００３３】
　コーナリングパワー向上の観点からは、樹脂層の弾性率は４００ＭＰａ以上であること
が好ましい。一方、耐久性の観点からは１５００ＭＰａ以下であることが好ましい。本明
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細書において樹脂層の弾性率は、本明細書において樹脂組成物の引張弾性率は、ＪＩＳ　
Ｋ　７１１３：１９９５に準拠して測定した値である。
【００３４】
　金属樹脂複合部材において、樹脂層の厚みは特に制限されない。水バリア性の観点から
は、樹脂層の最小厚み（厚みが最も小さい部分の厚み）が１．３ｍｍ以上であることが好
ましい。耐久性の観点からは、樹脂層の最大厚み（厚みが最も大きい部分の厚み）が５．
０ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３５】
（特定非晶性樹脂）
　本明細書において「非晶性樹脂」とは、結晶化度が極めて低いか、結晶化状態になり得
ない熱可塑性樹脂を意味する。樹脂混合物に含まれる特定非晶性樹脂は、１種のみでも２
種以上であってもよい。
【００３６】
　樹脂層に充分な剛性を付与する観点からは、特定非晶性樹脂のＴｇは４０℃以上であり
、６０℃以上であることが好ましく、８０℃以上であることがより好ましい。特定非晶性
樹脂のＴｇは、ＤＳＣにより、ＪＩＳ　Ｋ　６２４０：２０１１に準拠して測定される値
とする。具体的には、ＤＳＣ測定時の元のベースラインと変曲点での接線の交点の温度を
Ｔｇとする。測定は、例えば、ＴＡインスツルメント（株）の「ＤＳＣ　Ｑ１００」を用
いて、掃引速度１０℃／ｍｉｎで行うことができる。
【００３７】
　特定非晶性樹脂としては、ポリエステル系熱可塑性エラストマーとの親和性の観点から
、エステル結合を有するものを使用する。エステル結合を有する非晶性樹脂としては、ポ
リエステル系熱可塑性樹脂、ポリカーボネート系熱可塑性樹脂、ポリウレタン系熱可塑性
樹脂等が挙げられる。
【００３８】
　特定非晶性樹脂の市販品としては、東洋紡（株）の非晶性ポリエステル樹脂「バイロン
」シリーズ、三菱エンジニアリングプラスチックス（株）の非晶性ポリカーボネート樹脂
「ノバレックス」シリーズ、三菱ガス化学（株）の非晶性ポリエステル樹脂「ＡＬＴＥＳ
ＴＥＲ」シリーズ等が挙げられる。
【００３９】
（ポリエステル系熱可塑性エラストマー）
　ポリエステル系熱可塑性エラストマーとしては、少なくともポリエステルが結晶性で融
点の高いハードセグメントを形成し、他のポリマーが非晶性でガラス転移温度の低いソフ
トセグメントを形成している高分子化合物が挙げられる。樹脂混合物に含まれるポリエス
テル系熱可塑性エラストマーは、１種のみでも２種以上であってもよい。
【００４０】
　樹脂混合物におけるポリエステル系熱可塑性エラストマーの含有率は、５０質量％を超
えることが好ましく、６０質量％以上であることがより好ましく、７０質量％以上である
ことが更に好ましい。
【００４１】
　ポリエステル系熱可塑性エラストマーのハードセグメントを形成するポリエステルとし
ては、芳香族ポリエステルが挙げられる。芳香族ポリエステルは、例えば、芳香族ジカル
ボン酸又はそのエステル形成性誘導体と脂肪族ジオールとから形成することができる。芳
香族ポリエステルは、好ましくは、テレフタル酸及び／又はジメチルテレフタレートと、
１，４－ブタンジオールとから誘導されるポリブチレンテレフタレートであり、更に、イ
ソフタル酸、フタル酸、ナフタレン－２，６－ジカルボン酸、ナフタレン－２，７－ジカ
ルボン酸、ジフェニル－４，４’－ジカルボン酸、ジフェノキシエタンジカルボン酸、５
－スルホイソフタル酸、或いは、これらのエステル形成性誘導体等のジカルボン酸成分と
、分子量３００以下のジオール、例えば、エチレングリコール、トリメチレングリコール
、ペンタメチレングリコール、ヘキサメチレングリコール、ネオペンチルグリコール、デ
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カメチレングリコール等の脂肪族ジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、トリ
シクロデカンジメチロール等の脂環式ジオール、キシリレングリコール、ビス（ｐ－ヒド
ロキシ）ジフェニル、ビス（ｐ－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，２－ビス［４－（
２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］プロパン、ビス［４－（２－ヒドロキシ）フェニル
］スルホン、１，１－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］シクロヘキサン
、４，４’－ジヒドロキシ－ｐ－ターフェニル、４，４’－ジヒドロキシ－ｐ－クオータ
ーフェニル等の芳香族ジオール等から誘導されるポリエステル、或いはこれらのジカルボ
ン酸成分及びジオール成分を２種以上併用した共重合ポリエステルであってもよい。また
、３官能以上の多官能カルボン酸成分、多官能オキシ酸成分、多官能ヒドロキシ成分等を
５モル％以下の範囲で共重合することも可能である。
　ハードセグメントを形成するポリエステルとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリブチレンテレフタレート、ポリメチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ
レート、ポリブチレンナフタレート等が挙げられ、ポリブチレンテレフタレートが好まし
い。
【００４２】
　ソフトセグメントを形成するポリマーとしては、例えば、脂肪族ポリエステル、脂肪族
ポリエーテル等が挙げられる。
　脂肪族ポリエーテルとしては、ポリ（エチレンオキシド）グリコール、ポリ（プロピレ
ンオキシド）グリコール、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリ（ヘキサメ
チレンオキシド）グリコール、エチレンオキシドとプロピレンオキシドとの共重合体、ポ
リ（プロピレンオキシド）グリコールのエチレンオキシド付加重合体、エチレンオキシド
とテトラヒドロフランとの共重合体等が挙げられる。
　脂肪族ポリエステルとしては、ポリ（ε－カプロラクトン）、ポリエナントラクトン、
ポリカプリロラクトン、ポリブチレンアジペート、ポリエチレンアジペート等が挙げられ
る。
　これらの脂肪族ポリエーテル及び脂肪族ポリエステルの中でも、得られるポリエステル
ブロック共重合体の弾性特性の観点から、ソフトセグメントを形成するポリマーとしては
、ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリ（プロピレンオキシド）グリコール
のエチレンオキシド付加物、ポリ（ε－カプロラクトン）、ポリブチレンアジペート、ポ
リエチレンアジペート等が好ましい。
【００４３】
　ソフトセグメントを形成するポリマーの数平均分子量は、強靱性及び低温柔軟性の観点
から、３００～６０００が好ましい。さらに、ハードセグメント（ｘ）とソフトセグメン
ト（ｙ）との質量比（ｘ：ｙ）は、成形性の観点から、９９：１～２０：８０が好ましく
、９８：２～３０：７０が更に好ましい。
【００４４】
　ポリエステル系熱可塑性エラストマーとしては、ハードセグメントがポリブチレンテレ
フタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンナフタレ
ート（ＰＢＮ）及びポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）からなる群より選択される少な
くとも１種であるものが好ましく、さらにソフトセグメントがポリテトラメチレングリコ
ール（ＰＴＭＧ）等のポリ（エチレンオキシド）グリコールであるものがより好ましい。
【００４５】
　ポリエステル系熱可塑性エラストマーの市販品としては、例えば、東レ・デュポン（株
）製の「ハイトレル」シリーズ（例えば、３０４６、５５５７、６３４７、４０４７、４
７６７等）、東洋紡（株）製の「ペルプレン」シリーズ（例えば、Ｐ３０Ｂ、Ｐ４０Ｂ、
Ｐ４０Ｈ、Ｐ５５Ｂ、Ｐ７０Ｂ、Ｐ１５０Ｂ、Ｐ２８０Ｂ、Ｐ４５０Ｂ、Ｐ１５０Ｍ、Ｓ
１００１、Ｓ２００１、Ｓ５００１、Ｓ６００１、Ｓ９００１等）等を用いることができ
る。
【００４６】
（その他の樹脂）
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　樹脂混合物は、ポリエステル系熱可塑性エラストマー及び特定非晶性樹脂以外の樹脂（
その他の樹脂）を含んでもよい。この場合、樹脂全体に占めるポリエステル系熱可塑性エ
ラストマー及び特定非晶性樹脂の合計の割合は７０質量％以上であることが好ましく、８
０質量％以上であることがより好ましく、９０質量％以上であることがより好ましい。
【００４７】
　樹脂混合物がその他の樹脂を含む場合、タイヤ骨格体との接合性を良好に維持しながら
樹脂層の剛性を高める観点からは、ポリエステル系熱可塑性樹脂を含むことが好ましい。
ここでいう「ポリエステル系熱可塑性樹脂」には、上述したポリエステル系熱可塑性エラ
ストマーは含まれないものとする。また、ポリエステルに相当する構造単位のみからなる
樹脂と、ポリエステルに相当する構造単位が全体の８０ｍｏｌ％以上、好ましくは９０ｍ
ｏｌ％以上、より好ましくは９５ｍｏｌ％以上である樹脂の両方が含まれるものとする。
【００４８】
　樹脂混合物がその他の樹脂としてポリエステル系熱可塑性樹脂を含む場合、タイヤ骨格
体に対する良好な接着性を確保する観点からは、ポリエステル系熱可塑性エラストマーと
ポリエステル系熱可塑性樹脂の構造は近いほど好ましい。例えば、ポリエステル系熱可塑
性エラストマーのハードセグメントがポリブチレンテレフタレートである場合のポリエス
テル系熱可塑性樹脂Ｂしてはポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート
、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンナフタレート等が好ましく、ポリブチレンテ
レフタレートがより好ましい。
【００４９】
　ポリエステル系熱可塑性樹脂の市販品としては、例えば、ポリプラスチックス（株）製
の「ジュラネックス」シリーズ（例えば、２０１ＡＣ、２０００、２００２等）、三菱エ
ンジニアリングプラスチック（株）製の「ノバデュラン」シリーズ（例えば、５０１０Ｒ
５、５０１０Ｒ３－２等）、東レ（株）製の「トレコン」シリーズ（例えば、１４０１Ｘ
０６、１４０１Ｘ３１等）等を用いることができる。
【００５０】
［接着層］
　金属樹脂複合部材は、金属コードと樹脂層の間に接着層を備えていてもよい。接着層の
材質は特に制限されない。例えば、熱可塑性樹脂（熱可塑性樹脂エラストマーを含む）が
挙げられる。接着層を形成する熱可塑性樹脂は、１種のみでも２種以上であってもよい。
【００５１】
　樹脂層との接着性の観点からは、接着層を形成する熱可塑性樹脂は、樹脂層を形成する
樹脂混合物に含まれるポリエステル系熱可塑性樹脂エラストマーのハードセグメントと同
種の構造単位を有する熱可塑性樹脂であることが好ましい。例えば、ポリエステル系熱可
塑性エラストマー又はポリエステル系熱可塑性樹脂であることが好ましい。
【００５２】
　金属コードとの接着性の観点からは、接着層を形成する熱可塑性樹脂は官能基で変性さ
れていることが好ましく、酸変性されていることがより好ましい。
【００５３】
＜タイヤ＞
　本発明のタイヤは、環状のタイヤ骨格体と、前記タイヤ骨格体の外周部に配置される上
述した金属樹脂複合部材と、を備え、前記タイヤ骨格体は、ポリエステル系熱可塑性樹脂
を含む樹脂材料から形成される。
【００５４】
　タイヤの走行性及び耐久性の観点からは、タイヤ骨格体を形成する樹脂材料は、少なく
ともポリエステル系熱可塑性エラストマーをポリエステル系熱可塑性樹脂として含むこと
が好ましい。
【００５５】
　金属樹脂複合部材の樹脂層とタイヤ骨格体との接合性の観点からは、樹脂層を形成する
樹脂混合物に含まれるポリエステル系熱可塑性エラストマーと、タイヤ骨格体を形成する
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樹脂材料に含まれるポリエステル系熱可塑性樹脂の構造は近いほど好ましい。例えば、樹
脂層を形成する樹脂混合物に含まれるポリエステル系熱可塑性エラストマーのハードセグ
メントがポリブチレンテレフタレートである場合のタイヤ骨格体を形成する樹脂材料に含
まれるポリエステル系熱可塑性樹脂としては、ハードセグメントがポリブチレンテレフタ
レート、ポリブチレンナフタレート等である熱可塑性エラストマーが好ましく、ハードセ
グメントがポリブチレンテレフタレートである熱可塑性エラストマーがより好ましい。
【００５６】
　樹脂材料の融点は特に制限されず、通常は１００℃～３５０℃である。タイヤの耐久性
及び生産性の観点からは、それぞれ１００℃～２５０℃から選択されることが好ましく、
１２０℃～２５０℃から選択されることがより好ましい。
【００５７】
　金属樹脂複合部材とタイヤ骨格体の接合性の観点からは、金属樹脂複合部材の樹脂層を
形成する樹脂混合物と、タイヤ骨格体を形成する樹脂材料の融点差（ΔＴｍ）は６℃以内
であることが好ましく、３℃以内であることがより好ましい。
【００５８】
　上記融点差は、金属樹脂複合部材の樹脂層を形成する樹脂混合物の融点ａと、タイヤ骨
格体の形成に用いた樹脂の融点ｂとをＤＳＣにより測定し、得られた差分（ａ－ｂ）の値
（℃）とする。
【００５９】
　金属樹脂複合部材の樹脂層を形成する樹脂混合物の融点と、タイヤ骨格体を形成する樹
脂材料の融点は、いずれが高くてもよい。本明細書において樹脂混合物の融点は、ＤＳＣ
により測定される値である。
【００６０】
　タイヤ骨格体を形成する樹脂材料は、ポリエステル系熱可塑性樹脂以外の樹脂を含んで
もよい。この場合、樹脂全体に占めるポリエステル系熱可塑性樹脂の割合が７０質量％以
上であることが好ましく、８０質量％以上であることがより好ましく、９０質量％以上で
あることがより好ましい。
【００６１】
　タイヤ骨格体を形成する樹脂材料に含まれるポリエステル系熱可塑性樹脂以外の樹脂と
しては、ポリアミド系熱可塑性エラストマー、オレフィン系熱可塑性エラストマー、ポリ
ウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー等の熱可塑性エ
ラストマーが挙げられる。さらに、これらの熱可塑性エラストマーのハードセグメントに
相当する構造単位からなるポリアミド系熱可塑性樹脂、オレフィン系熱可塑性樹脂、ポリ
ウレタン系熱可塑性樹脂、ポリスチレン系熱可塑性樹脂等の熱可塑性樹脂が挙げられる。
【００６２】
　樹脂材料は、樹脂以外の他の成分を含んでもよい。他の成分としては、各種充填剤（例
えば、シリカ、炭酸カルシウム、クレイ等）、老化防止剤、オイル、可塑剤、発色剤、耐
候剤等が挙げられる。樹脂材料が樹脂以外の成分を含む場合、その合計含有率は樹脂材料
全体の１０質量％以下であることが好ましく、５質量％以下であることがより好ましい。
【００６３】
　樹脂材料のＪＩＳ　Ｋ７１１３：１９９５に規定される引張弾性率は、５０ＭＰａ～１
０００ＭＰａが好ましく、５０ＭＰａ～８００ＭＰａがより好ましく、５０ＭＰａ～７０
０ＭＰａが更に好ましい。樹脂材料の引張弾性率が、５０ＭＰａ～１０００ＭＰａである
と、タイヤ骨格の形状を保持しつつ、リム組みを効率的に行なうことができる。
【００６４】
　樹脂材料のＪＩＳ　Ｋ７１１３（１９９５）に規定される引張強さは、通常、１５ＭＰ
ａ～７０ＭＰａ程度であり、１７ＭＰａ～６０ＭＰａが好ましく、２０ＭＰａ～５５ＭＰ
ａがより好ましい。
【００６５】
　樹脂材料のＪＩＳ　Ｋ７１１３（１９９５）に規定される引張降伏強さは、５ＭＰａ以
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上が好ましく、５ＭＰａ～２０ＭＰａがより好ましく、５ＭＰａ～１７ＭＰａが更に好ま
しい。樹脂材料の引張降伏強さが、５ＭＰａ以上であると、走行時等にタイヤにかかる荷
重に対する変形に耐えることができる。
【００６６】
　樹脂材料のＪＩＳ　Ｋ７１１３（１９９５）に規定される引張降伏伸びは、１０％以上
が好ましく、１０％～７０％がより好ましく、１５％～６０％が更に好ましい。樹脂材料
の引張降伏伸びが１０％以上であると、弾性領域が大きく、リム組み性を良好にすること
ができる。
【００６７】
　樹脂材料のＪＩＳ　Ｋ７１１３（１９９５）に規定される引張破断伸びは、５０％以上
が好ましく、１００％以上がより好ましく、１５０％以上が更に好ましく、２００％以上
が最も好ましい。樹脂材料の引張破断伸びが５０％以上であると、リム組み性が良好であ
り、衝突に対して破壊し難くすることができる。
【００６８】
　樹脂材料のＩＳＯ　７５－２又はＡＳＴＭ　Ｄ６４８に規定される荷重たわみ温度（０
．４５ＭＰａ荷重時）は、５０℃以上が好ましく、５０℃～１５０℃がより好ましく、５
０℃～１３０℃が更に好ましい。樹脂材料の荷重たわみ温度が５０℃以上であると、タイ
ヤの製造において加硫を行う場合であってもタイヤ骨格体の変形を抑制するこができる。
【００６９】
　金属樹脂複合部材が金属コードと樹脂層との間に接着層を有する場合、タイヤ骨格体の
マルテンス硬度（ｄ１）、樹脂層のマルテンス硬度（ｄ２）、及び接着層のマルテンス硬
度（ｄ３）が、ｄ１≦ｄ２＜ｄ３の関係を満たすことが好ましい。樹脂層のマルテンス硬
度を、接着層のマルテンス硬度よりも小さく、かつ、タイヤ骨格体のマルテンス硬度より
も大きく又は同等に設定することで、タイヤ骨格体を構成する樹脂材料と金属部材との剛
性段差が効果的に緩和される。その結果、タイヤの耐久性を更に向上させることができる
。
【００７０】
　以下、図面を参照して本発明のタイヤの実施形態について説明する。
　図１Ａは、本実施形態のタイヤ１０の一部の断面を示す斜視図である。図１Ｂは、本実
施形態のタイヤ１０をリムに装着したときのビード部の断面図である。図１Ａに示すよう
に、タイヤ１０は、従来一般のゴム製の空気入りタイヤと略同様の断面形状を呈している
。図１Ａに示すように、タイヤ１０は、図１Ｂに示すリム２０のビードシート２１および
リムフランジ２２に接触する１対のビード部１２と、ビード部１２からタイヤ径方向外側
に延びるサイド部１４と、一方のサイド部１４のタイヤ径方向外側端と他方のサイド部１
４のタイヤ径方向外側端とを連結するクラウン部１６（外周部）と、からなるタイヤケー
ス１７を備えている。
【００７１】
　タイヤケース１７は上述したタイヤ骨格体に相当し、上述した樹脂材料から形成されて
いる。本実施形態においてタイヤケース１７は、その全体が上述した樹脂材料で形成され
ているが、本発明はこの構成に限定されず、従来一般のゴム製の空気入りタイヤと同様に
、タイヤケース１７の各部位毎（サイド部１４、クラウン部１６、ビード部１２など）に
異なる樹脂材料を用いてもよい。また、タイヤケース１７の各部位を補強するために、補
強材（高分子材料や金属製の繊維、コード、不織布、織布等）を埋設配置してもよい。
【００７２】
　タイヤケース１７は、タイヤケース１７の周方向に沿ってトレッド幅を等分した状態の
形状であるタイヤケース半体（タイヤ骨格片）を２つ作製し、これらをタイヤの赤道面部
分で接合させて形成される。なお、タイヤケース１７は、２つの部材を接合して形成する
ものに限らず、３以上の部材を接合して形成してもよい。
【００７３】
　タイヤケース半体は、例えば、真空成形、圧空成形、インジェクション成形、メルトキ
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ャスティング等の方法で作製できる。このため、従来のようにゴムでタイヤケースを成形
する場合に比較して、加硫を行う必要がなく、製造工程を大幅に簡略化でき、成形時間を
省略することができる。
【００７４】
　本実施形態において、図１Ｂに示すビード部１２には、従来一般の空気入りタイヤと同
様に、円環状のビードコア１８が埋設されている。本実施形態ではビードコア１８として
スチールコードを用いるが、有機繊維コード、樹脂層した有機繊維コード、硬質樹脂コー
ド等を用いてもよい。なお、ビード部１２の剛性が確保され、リム２０との嵌合に問題が
なければ、ビードコア１８を省略することもできる。
【００７５】
　本実施形態では、ビード部１２のリム２０と接触する部分や、少なくともリム２０のリ
ムフランジ２２と接触する部分には、タイヤケース１７を構成する樹脂材料よりもシール
性に優れた材料からなる円環状のシール層２４が形成されている。シール層２４は、タイ
ヤケース１７（ビード部１２）とビードシート２１とが接触する部分にも形成されていて
よい。なお、タイヤケース１７を構成する樹脂材料のみでリム２０との間のシール性が確
保できれば、シール層２４は省略してもよい。タイヤケース１７を構成する樹脂材料より
もシール性に優れた材料としては、タイヤケース１７を構成する樹脂材料よりも軟質な材
料、例えばゴム、樹脂材料よりも軟質な熱可塑性樹脂及び熱可塑性エラストマーが挙げら
れる。
【００７６】
　図１Ａに示すように、クラウン部１６には、金属樹脂複合部材に相当する補強コード２
６がタイヤケース１７の周方向に巻回されている。補強コード２６は、タイヤケース１７
の軸方向に沿った断面視で、少なくとも一部がクラウン部１６に埋設された状態で螺旋状
に巻回されており、補強コード層２８を形成している。補強コード層２８のタイヤ径方向
外周側には、タイヤケース１７を構成する樹脂材料よりも耐摩耗性に優れた材料、例えば
ゴムからなるトレッド３０が配置されている。
【００７７】
　本実施形態では、図２に示すように、補強コード２６はスチールコード等の金属部材２
６Ａを被覆用樹脂（樹脂混合物）２７で被覆した状態（被覆コード部材）である。補強コ
ード２６は、クラウン部１６との接触部分において、溶接、接着剤による接着等の方法で
接合されている。
【００７８】
　本実施形態では、図２に示すように、補強コード２６は、断面形状が略台形状とされて
いる。なお、以下では、補強コード２６の上面（タイヤ径方向外側の面）を符号２６Ｕで
示し、下面（タイヤ径方向内側の面）を符号２６Ｄで示す。また、本実施形態では、補強
コード２６の断面形状を略台形状とする構成としているが、本発明はこの構成に限定され
ず、断面形状が下面２６Ｄ側（タイヤ径方向内側）から上面２６Ｕ側（タイヤ径方向外側
）へ向かって幅広となる形状を除いた形状であれば、いずれの形状でもよい。
【００７９】
　図２に示すように、補強コード２６は、周方向に間隔をあけて配置されていることから
、隣接する補強コード２６との間に隙間２８Ａが形成されている。このため、補強コード
層２８の外周面は、凹凸を有する形状となり、この補強コード層２８が外周部を構成する
タイヤケース１７の外周面１７Ｓも凹凸を有する形状となっている。
【００８０】
　タイヤケース１７の外周面１７Ｓ（凹凸含む）には、微細な粗化凹凸９６が形成され、
その上に接合剤を介して、クッションゴム２９が接合されている。クッションゴム２９は
、補強コード２６との接触面において、粗化凹凸９６を埋めるように流れ込んでいる。
【００８１】
　クッションゴム２９の上（タイヤ外周面側）には、上述したトレッド３０が接合されて
いる。トレッド３０には、従来のゴム製の空気入りタイヤと同様に、路面との接地面に複
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数の溝からなるトレッドパターン（図示省略）が形成されている。
【００８２】
　本実施形態のタイヤの製造方法は特に制限されない。例えば、下記のタイヤケース成型
工程、補強コード部材巻回工程、粗化処理工程、積層工程及び加硫工程をこの順に実施す
ることで製造してもよい。
【００８３】
（タイヤケース成形工程）
　まず、薄い金属の支持リングに支持されたタイヤケース半体同士を互いに向かい合わせ
る。次いで、タイヤケース半体の突き当て部分の外周面と接するように接合金型を設置す
る。接合金型は、タイヤケース半体の接合部（突き当て部分）周辺を所定の圧力で押圧す
るように構成されている。次いで、タイヤケース半体の接合部周辺を、補強コードの樹脂
層とタイヤケースを形成する樹脂材料の融点以上の温度で押圧することで、接合部が溶融
し、タイヤケース半体同士が融着して一体となり、タイヤケース１７が形成される。
　本実施形態では、接合金型を用いてタイヤケース半体の接合部を加熱したが、本発明は
これに限定されず、例えば、別に設けた高周波加熱機等によって接合部を加熱したり、予
め熱風、赤外線の照射等によって軟化または溶融させ、接合金型によって加圧してタイヤ
ケース半体を接合させてもよい。
【００８４】
（補強コード部材巻回工程）
　次に、補強コード２６をタイヤケース１７に巻回する巻回工程について、図３を用いて
説明する。図３は、コード加熱装置、およびローラ類を用いてタイヤケース１７のクラウ
ン部に補強コード２６を埋設する動作を説明するための説明図である。
【００８５】
　図３において、コード供給装置５６は、補強コード２６を巻き付けたリール５８と、リ
ール５８のコード搬送方向下流側に配置されたコード加熱装置５９と、補強コード２６の
搬送方向下流側に配置された第１のローラ６０と、第１のローラ６０をタイヤ外周面に対
して接離する方向に移動する第１のシリンダ装置６２と、第１のローラ６０の補強コード
２６の搬送方向下流側に配置される第２のローラ６４と、第２のローラ６４をタイヤ外周
面に対して接離する方向に移動する第２のシリンダ装置６６と、を備えている。第２のロ
ーラ６４は、金属製の冷却用ローラとして利用することができる。
【００８６】
　本実施形態において、第１のローラ６０または第２のローラ６４の表面は、溶融または
軟化した被覆用樹脂２７の付着を抑制するための処理（例えば、フッ素樹脂コーティング
）が施されているが、ローラ自体を被覆用樹脂２７が付着しにくい材料から形成してもよ
い。なお、本実施形態では、コード供給装置５６は、第１のローラ６０または第２のロー
ラ６４の２つのローラを有しているが、何れか一方のローラのみを有していてもよい。
【００８７】
　コード加熱装置５９は、熱風を生じさせるヒーター７０およびファン７２を備えている
。また、コード加熱装置５９は、内部に熱風が供給される、内部空間を補強コード２６が
通過する加熱ボックス７４と、加熱された補強コード２６を排出する排出口７６とを備え
ている。
【００８８】
　本工程においては、まず、コード加熱装置５９のヒーター７０の温度を上昇させ、ヒー
ター７０で加熱された周囲の空気をファン７２の回転によって生じる風で加熱ボックス７
４へ送る。次に、リール５８から巻き出した補強コード２６を、熱風で内部空間が加熱さ
れた加熱ボックス７４内へ送り加熱する。加熱の温度は、補強コード２６の被覆用樹脂２
７が溶融または軟化した状態となる温度に設定する。
【００８９】
　加熱された補強コード２６は、排出口７６を通り、図３の矢印Ｒ方向に回転するタイヤ
ケース１７のクラウン部１６の外周面に一定のテンションをもって螺旋状に巻きつけられ
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る。このとき、クラウン部１６の外周面に、補強コード２６の下面２６Ｄが接触する。そ
して、加熱により溶融または軟化した状態の被覆用樹脂２７がクラウン部１６の外周面上
に広がり、クラウン部１６の外周面に補強コード２６が溶着される。これにより、クラウ
ン部１６と補強コード２６との接合強度が向上する。
【００９０】
　本実施形態では、上述のようにしてクラウン部１６の外周面に補強コード２６を接合し
たが、他の方法で接合を行ってもよい。例えば、補強コード２６の一部又は全体がクラウ
ン部１６に埋設されるように接合を行ってもよい。
【００９１】
（粗化処理工程）
　次に、図示を省略するブラスト装置にて、タイヤケース１７の外周面１７Ｓに向け、タ
イヤケース１７側を回転させながら、外周面１７Ｓへ投射材を高速度で射出する。射出さ
れた投射材は、外周面１７Ｓに衝突し、この外周面１７Ｓに算術平均粗さＲａが０．０５
ｍｍ以上となる微細な粗化凹凸９６を形成する。タイヤケース１７の外周面１７Ｓに微細
な粗化凹凸９６が形成されることで、外周面１７Ｓが親水性となり、後述する接合剤の濡
れ性が向上する。
【００９２】
（積層工程）
　次に、粗化処理を行なったタイヤケース１７の外周面１７Ｓに、クッションゴム２９を
接合するための接合剤を塗布する。接合剤は特に制限されず、トリアジンチオール系接着
剤、塩化ゴム系接着剤、フェノール系樹脂接着剤、イソシアネート系接着剤、ハロゲン化
ゴム系接着剤、ゴム系接着剤等を用いることができるが、クッションゴム２９が加硫でき
る温度（９０℃～１４０℃）で反応するものであることが好ましい。
【００９３】
　次に、接合剤が塗布された外周面１７Ｓに未加硫状態のクッションゴム２９を１周分巻
き付け、クッションゴム２９の上にゴムセメント組成物等の接合剤を塗布する。次いで、
接合剤が塗布されたクッションゴム２９の上に加硫済みまたは半加硫状態のトレッドゴム
３０Ａを１周分巻き付けて、生タイヤケースの状態とする。
【００９４】
（加硫工程）
　次に、生タイヤケースを加硫缶やモールドに収容して加硫する。このとき、粗化処理に
よってタイヤケース１７の外周面１７Ｓに形成された粗化凹凸９６に未加硫のクッション
ゴム２９が流れ込む。そして、加硫が完了すると、粗化凹凸９６に流れ込んだクッション
ゴム２９により、アンカー効果が発揮されて、タイヤケース１７とクッションゴム２９と
の接合強度が向上する。すなわち、クッションゴム２９を介してタイヤケース１７とトレ
ッド３０との接合強度が向上する。
【００９５】
　そして、タイヤケース１７のビード部１２に、上述したシール層２４を接着剤等を用い
て接着すれば、タイヤ１０の完成となる。
【００９６】
　以上、実施形態を挙げて本発明の実施の形態を説明したが、これらの実施形態は一例で
あり、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施できる。また、本発明の権利範囲がこ
れらの実施形態に限定されないことは言うまでもない。なお、本発明に適用可能な実施形
態の詳細については、例えば、特開２０１２－４６０３１号公報の記載を参照することが
できる。
【実施例】
【００９７】
　以下、本発明について実施例を用いてより具体的に説明する。ただし、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００９８】
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（１）タイヤの作製
　平均直径が１．１５ｍｍのマルチフィラメント（平均直径が０．３５ｍｍの５本のモノ
フィラメント（スチール製、強力：２８０Ｎ、伸度：３％）を撚った撚り線）の外周に、
酸変性ポリエステル系熱可塑性エラストマー（三菱化学（株）の「プリマロイＡＰ　ＧＱ
７３０」を用いて接着層を形成する。次いで、接着層の上に押出機にて押し出した樹脂混
合物により、最小厚みが０．１ｍｍの樹脂層を形成し、冷却して金属樹脂複合部材を作製
する。
　次いで、作製した金属樹脂複合部材を用いて、上述した実施形態に示すようなタイヤ骨
格体の外周部に金属樹脂複合部材が配置された実施例及び比較例のタイヤ（タイヤサイズ
：２２５／４０Ｒ１８）を公知の方法により作製する。樹脂層とタイヤ骨格体は、表１に
示す配合比（質量部）の樹脂を用いて形成する。表１に示す樹脂の詳細は、下記のとおり
である。
【００９９】
　ＴＰＣ１…ハードセグメントがポリブチレンテレフタレートであり、ソフトセグメント
がポリテトラメチレングリコールであるポリエステル系熱可塑性エラストマー（東レ・デ
ュポン（株）の「ハイトレル５５５７」、ＨＳ比率：６０．４ｍｏｌ％）
　ＴＰＣ２…ハードセグメントがポリブチレンテレフタレートであり、ソフトセグメント
がＰＴＭＧであるポリエステル系熱可塑性エラストマー（東レ・デュポン（株）の「ハイ
トレル６３４７」、ＨＳ比率：７５ｍｏｌ％）
　ＰＢＴ１…ポリブチレンテレフタレート（東レ（株）の「トレコン１４０１Ｘ０６」）
【０１００】
　非晶性樹脂１…ポリエステル系熱可塑性樹脂（東洋紡（株）の「バイロン２７０」、ガ
ラス転移温度：６７℃）
　非晶性樹脂２…ポリカーボネート系熱可塑性樹脂（三菱エンジニアリングプラスチック
ス（株）の「ノバレックス７０２０ＩＲ」、Ｔｇ：１２０℃）
　非晶性樹脂３…スチレン系熱可塑性エラストマー（ＳＥＢＳ）（旭化成（株）の「タフ
テックＨ１０５２」、Ｔｇ：－４７℃）
【０１０１】
（２）弾性率の測定
　樹脂層の形成に用いる樹脂の弾性率（Ｅ／ＭＰａ）を、ＪＩＳ　Ｋ　７１１３：１９９
５に準拠して測定した。結果を表１に示す。
【０１０２】
（３）融点差の測定
　樹脂層の形成に用いる樹脂の融点ａと、タイヤ骨格体の形成に用いる樹脂の融点ｂとを
ＤＳＣにより測定し、得られた差分（ａ－ｂ）を融点差（ΔＴｍ、℃）とした。結果を表
１に示す。
【０１０３】
（４）接合性の評価
　金属樹脂複合部材の樹脂層とタイヤ骨格体とを接合した後に、金属樹脂複合部材の端部
をペンチでつかみ、タイヤ骨格体から剥離する。剥離した状態を下記の基準に従って評価
する。評価の点数が高いほど、接合性に優れていると評価できる。結果を表１に示す。
【０１０４】
　樹脂層とタイヤ骨格体の界面で剥離せず、金属コードと樹脂層の界面で剥離した面積が
全体の８０％未満である場合…４
　樹脂層とタイヤ骨格体の界面で剥離せず、金属コードと樹脂層の界面で剥離した面積が
全体の６０％以上８０％未満である場合…３
　樹脂層とタイヤ骨格体の界面で剥離せず、金属コードと樹脂層の界面で剥離した面積が
全体の６０％未満である場合…２
　樹脂層とタイヤ骨格体の界面で剥離した場合…１
【０１０５】
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（５）コーナリングパワーの評価
　空気圧を２３０ｋＰａ（相対圧）に設定したタイヤをフラットベルト試験機上に配置し
て、走行速度８０ｋｍ／ｈ相当にて回転させた際のスリップアングル付与時の横力を測定
する。具体的には、スリップアングルを０°としたときの横力と、スリップアングルを１
°としたときの横力をそれぞれ測定し、その差分を比較例１のタイヤの差分を１００とし
て指数表示したものをコーナリングパワーの指標として、下記の基準で評価する。この数
値が大きいほど、コーナリングパワーに優れていると評価できる。結果を表１に示す。
【０１０６】
　指数が１１０以上である場合…４
　指数が１０５以上１１０未満である場合…３
　指数が９５以上１０５未満である場合…２
　指数が９５未満である場合…１
【０１０７】
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【表１】

【０１０８】
　表１に示すように、樹脂層がポリエステル系熱可塑性エラストマーと、Ｔｇが４０℃以
上でありエステル結合を持つ非晶性樹脂とを含み、非晶性樹脂の含有率が５０質量％以下
である実施例のタイヤは、接合性とコーナリングパワーの評価がいずれも良好である。
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【０１０９】
　樹脂層がＴＰＣ１のみを含む場合（比較例１）に比べ、非晶性樹脂１を含む場合（実施
例１、２）は弾性率が上昇する一方、融点差ΔＴｍの拡大はそれぞれ－１℃、－２℃にと
どまる。その結果、コーナリングパワーは向上し、タイヤ骨格体との接合性も良好に維持
される。
【０１１０】
　樹脂層をポリエステル系熱可塑性エラストマーのみから形成した場合（比較例１、２）
は、樹脂層の弾性率が実施例よりも低く、コーナリングパワーの評価が実施例よりも低い
。樹脂層を形成するポリエステル系熱可塑性エラストマーをＴＰＣ１（比較例１）からよ
りＨＳ比率が高く剛性の高いＴＰＣ２（比較例３）に変更したところ、弾性率は上昇する
が、融点差ΔＴｍが７℃に拡大する。その結果、コーナリングパワーは向上するがタイヤ
骨格体との接合性が低下する。
【０１１１】
　非晶性樹脂の含有率が５０質量％を超える場合（比較例４、５）は、コーナリングパワ
ーは良好であるが、タイヤ骨格体との接合性の評価が実施例よりも低い。
　非晶性樹脂のＴｇが４０℃未満である場合（比較例６）は、樹脂層の弾性率が実施例よ
りも低く、コーナリングパワーの評価が実施例よりも低い。
【符号の説明】
【０１１２】
　１０…タイヤ、１２…ビード部、１６…クラウン部、１８…ビードコア、２０…リム、
２１…ビードシート、２２…リムフランジ、１７…タイヤケース、２４…シール層、２６
…補強コード、２６Ａ…金属部材、２７…被覆用樹脂、２８…補強コード層、２９…クッ
ションゴム、９６…粗化凹凸、３０…トレッド

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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